
15歳以下の小児については、福島県内外共に、健診に協力いただける小児科医の
いる指定医療機関で小児健診が実施されています。
16歳以上の福島県内にお住まいの方については、市町村が実施する特定健診・総

合健診にこの健診で追加した健診項目を上乗せして実施、又は福島県立医科大学が実
施する集団健診及び県内指定医療機関での個別健診が実施されています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2023年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和５年度版）」　第 10 章 健康管理

155


